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兵庫県住宅再建共済制度 重要事項説明書 
 
 

加入申込みされる前に必ずお読み下さい。 
○ 重要事項説明書の記載の中で、「加入概要」「注意喚起情報」には、このご加入にあたり「特に重要なお
知らせ」が記載されておりますので、ご加入いただく前に必ずお読み下さい。 

 
 

特に重要なお知らせ（加入概要） 
 

ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「加入概要」に記載しています。ご加入される前に必ず
お読みいただき、お申込みくださるようお願いします。 
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については兵庫県住宅再

建共済制度約款及び兵庫県家財再建共済制度約款（両約款とも兵庫県住宅再建共済制度のホームページに掲
載）をご参照下さい。 
また、ご不明な点については、(公財)兵庫県住宅再建共済基金（以下「共済基金」という。）までお問い合

わせ下さい。（問い合わせ先は末尾に掲載しています。） 
 
１ 共済制度のしくみ 
(1) 住宅再建共済制度のしくみ 

① 住宅再建 
共済制度は、地震、台風、水害等の異常な自然災害により、倒壊、損壊等の被害を受け、半壊以上の

認定を受けた住宅、準半壊特約加入の場合は準半壊の認定を受けた住宅の再建（建築・購入）又は補修
に対して給付金を給付します。 

② 家財再建 
共済制度は、地震、台風、水害等の異常な自然災害により、住宅が倒壊、損壊等の被害を受け、半壊

以上又は床上浸水の認定を受けた場合に、住宅にある家財の購入又は修復に対して給付金を給付します。 
 
(2) 共済制度の対象 

① 住宅再建 
共済制度は、１戸の住宅について１の加入ができるものとし、重複して加入することはできません。 
加入の対象となる住宅は、加入者が兵庫県の区域内に所有する人の居住の用に供する家屋、又は家屋

のうち人の居住の用に供する部分です。 
住宅とは、居室、専用の玄関・台所・トイレの全てを有するものをいいます。 

② 家財再建 
共済制度は、１戸の住宅の中にある全ての家財について１の加入ができるものとし、重複して加入す

ることはできません。 
加入の対象となる家財は、加入者が居住する住宅にある家財です。 
 

(3) 加入者 
① 住宅再建 

共済制度に加入することができる者は、兵庫県の区域内に住宅を所有している者です。（個人又は法人
を問いません。賃貸住宅の所有者も加入できます。） 

② 家財再建 
共済制度に加入することができる者は、兵庫県の区域内に住宅を所有している個人又は住宅に居住す

る個人です（賃貸住宅の居住者も加入できます）。 
 
(4) 共済期間 

毎年４月１日から翌年の３月 31 日まで（ただし、最初に加入申込みする年は、郵送の場合は、加入申込
書が共済基金に届いた日から、インターネットによる申込の場合は、申込の翌日から最初に迎える３月 31
日まで）。なお、加入者から継続加入しない旨の申出がない限り、共済加入契約は自動更新となります。 

 
２ 共済負担金 
(1) 負担金の算定方法 

共済負担金は、年額方式としています。 
住宅再建と家財再建を同時に加入いただくと、家財再建の負担金が減額されます。 

【住宅再建】 
区 分 共済負担金の算出方法 

新規加入時 月額 500 円×加入日の属する月から３月までの月数（上限 5,000 円） 
継続加入時 年額 5,000 円 

【準半壊特約】 
※特約のみのご加入はできません。上記の住宅再建に以下の金額を加算します。 

区 分 共済負担金の算出方法 
新規加入時 月額 50 円×加入日の属する月から３月までの月数（上限 500 円） 
継続加入時 年額 500 円 

 
【家財再建】 

区 分 共済負担金の算出方法 
新規加入時 月額 150 円×加入日の属する月から３月までの月数（上限 1,500 円） 
継続加入時 年額 1,500 円 
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【住宅・家財同時加入】 
区 分 共済負担金の算出方法 

新規加入時 月額 600 円×加入日の属する月から３月までの月数（上限 6,000 円） 
継続加入時 年額 6,000 円 

【住宅・準半壊特約・家財同時加入】 
区 分 共済負担金の算出方法 

新規加入時 月額 650 円×加入日の属する月から３月までの月数（上限 6,500 円） 
継続加入時 年額 6,500 円 

 
(2) 支払方法 

共済負担金は、加入者が指定した金融機関等を通じて、自動口座振替（株式会社ゆうちょ銀行にあって
は、自動払込み）又は、クレジットカード（共済基金指定のものに限ります。）により払い込むものとしま
す。 
金融機関の口座から、加入日の翌月 27 日に引落しします。なお、継続加入に係る翌年度分負担金の引き

落としは継続加入に係る共済期間の直前の加入年度の３月 27 日となります。 
また、クレジットカードにより払い込む場合は、カード会社指定の日に引き落とされます。 

 
(3) 加入期間についてのご注意  

共済制度は毎年４月１日から翌年３月 31 日までを１共済期間とします。 
新規加入は随時受け付けておりますが、加入初年度の共済期間は最初に到来する３月 31 日までとなりま

す。（加入日から１年を起算するものではございません。） 
１年未満のご加入であっても、自動継続のご確認と口座引落しを毎共済期間が終了するまでに行います

ので、自動継続の承認後、口座を解約することのないよう、ご注意下さい。(一度、払い込まれた共済負担
金は返還いたしません。) 

 
３ 共済給付金 
(1) 給付対象となる自然災害 

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害が対象とな
ります。なお、自然災害を直接又は間接の原因とする焼失、損壊、埋没又は流失も対象となりますので、例
えば、地震、落雷を原因とした火災による被害も対象となります。共済基金にご相談下さい。 

 
(2) 申請に必要な書類 

共済給付金の申請には、住宅が所在する市町が発行する罹(り)災証明書が必要となります。 
自然災害により被害を受けた場合、住宅所在地の市町に申請すると、住宅の被害（損害割合）を認定し

た罹(り)災証明書が交付されます。 
半壊以上の罹(り)災証明書、準半壊特約加入の場合は準半壊の罹(り)災証明書の交付があった場合は、

共済基金までご連絡のうえ共済給付金を給付申請して下さい。 
罹(り)災証明書を発行する担当課は、市町にご確認下さい。 
 

(3) 対象となる被害の程度 
① 住宅再建のみに加入 

市町が発行する罹(り)災証明書により、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた
被害が対象となります。 

 ② 準半壊特約にも加入 
市町が発行する罹(り)災証明書により、「準半壊」の認定を受けた被害も対象となります。 

③ 家財再建に加入 
市町が発行する罹(り)災証明書により、住宅が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」又は「床

上浸水」の認定を受けた被害が対象となります。 
家財のみが被害を受けた場合は、給付の対象外となります。 
 

(4) 給付額 
共済給付金の額は、次のとおりです。 

【住宅再建】 
区  分 給付額 

(1) 対象住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受け、対象住宅に代
わるものとして、兵庫県の区域内に新たな住宅の建築又は購入をした場合 
（建築又は購入をする住宅が兵庫県の区域以外に所在する場合 注※） 

600万円 
（300万円） 

(2) 対象住宅が全壊の被害を受け、これを補修した場合 200万円 
(3) 対象住宅が大規模半壊の被害を受け、これを補修した場合 100万円 
(4) 対象住宅が中規模半壊又は半壊の被害を受け、これを補修した場合 50万円 
(5) 対象住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受け、対象住宅に居

住していた加入者が、対象住宅に代わる住宅の建築若しくは購入又は対象住宅の補
修を行わず、新たな住宅又は対象住宅に居住することとなった場合 

10万円 

【準半壊特約】 
区  分 給付額 

(1) 対象住宅が準半壊の被害を受け、対象住宅に代わるものとして、兵庫県の区域内
に新たな住宅の建築若しくは購入をした場合、又は対象住宅の補修をした場合 
（建築又は購入をする住宅が兵庫県の区域以外に所在する場合 注※） 

25万円 
(12万5千円） 

(2) 対象住宅が準半壊の被害を受け、対象住宅に居住していた加入者が、対象住宅に
代わる住宅の建築若しくは購入又は対象住宅の補修を行わず、新たな住宅又は対象

10万円 
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住宅に居住することとなった場合 
注※ 賃貸住宅の所有者が、兵庫県の区域外に賃貸住宅を建築又は購入される場合は、給付の対象外とな

りますので、ご注意下さい。 
【家財再建】 

区  分 給付額 
(1) 対象住宅が全壊の認定を受けたものである場合 50 万円 
(2) 対象住宅が大規模半壊の認定を受けたものである場合 35 万円 
(3) 対象住宅が中規模半壊又は半壊の認定を受けたものである場合 25 万円 
(4) 対象住宅が床上浸水の認定を受けたものである場合 15 万円 

 
極めて大きな災害が発生し、多額の給付金が必要となった場合は、共済負担金により積み立てられた資産

の範囲内で、次に起きる自然災害での給付への備えなどを考慮して、共済給付金を減額して給付することが 
あります。 

 
(5) 申請の時期 

原則として、上記(4)の【住宅再建】【準半壊特約】の区分の欄に該当することとなったときから、給付
申請することができます。 

ただし、やむを得ない事情により住宅の再建（建築・購入）又は補修をする前に、資金が必要となった
場合は、それを証する書類等により、給付金の一部の給付を受けることができる場合がありますので、共
済基金にご相談下さい。なお、住宅の再建（建築・購入）又は補修がなされなかったときは、共済給付金の
全額を返還していただくこととなります。 
 

(6) 申請の期限 
被災した日から起算して５年以内に、共済給付金給付申請書、罹(り)災証明書等の必要書類を添えて申

請して下さい。期限までに申請がない場合は、給付が受けられなくなります。 
やむを得ない事情によりこの期限内に給付申請ができない場合は、その理由を記載した書面により、事

前に必ず共済基金にご相談下さい。 
 
４ 共済契約の解除等 
(1) 共済契約の終了 

次の事由に該当する場合は、共済契約は終了し、既に支払われた共済負担金は返還いたしませんのでご
注意下さい。「消滅」に該当する事由が生じた場合は、速やかに共済基金に届け出て下さい。 

区
分 

該当する事由 効果等 共済負担金 共済給付金 

解
除 

①自動口座振替又はクレジットカードによる
共済負担金の払込みがなされなかったと
き。 

②加入者が、虚偽の内容により、加入の申込
み、共済給付金の申請又は届出をしたとき。 

・共済基金は催告な
く共済契約を解除
し、解除日以降、共
済契約は失効しま
す。 

・既に支払われ
た共済負担金は
返還いたしませ
ん。 
但し、複数年一

括支払をされて
いる場合は、共済
契約終了の翌年
度以降分につい
て、割引額に応じ
て算出した額の
返還に応じます。 

・既に給付された共
済給付金の申請が、
虚偽の内容でなされ
ていた場合は、返還
していただきます。 

消
滅 

①自然災害以外の原因により、対象住宅が滅
失したとき、又は加入の対象となる住宅（１
の(2)参照）でなくなったとき。 

②加入者が対象住宅の所有者でなくなったと
き（住宅再建のみ）。 

・加入者の届出が、
共済基金に到達し
た時から共済契約
は失効します。 
 

・該当する事由が生
じた場合、それ以降
の被害に対しては給
付いたしません。 

解
約 

①加入者が共済制度からの脱退の日を記載し
た書面を共済基金に提出したとき。 

 

・書面記載の脱退の
日の翌日から共済
契約は失効します。 

 

 
(2) 共済契約の無効 

次の事由に該当する場合は、共済契約は無効となり、既に給付された共済給付金は返還していただくこ
ととなります。また、既に支払われた共済負担金が返還されない場合がありますのでご注意下さい。 

区
分 

該当する事由 効果等 
既に支払われた共
済負担金 

既に給付された共
済給付金 

無
効 

①加入の対象となる住宅（１の(2)参照）以外
の住宅又は住宅の家財について、加入の申
込みをし、共済負担金を払い込んだとき。 

②加入することができる者（１の(3)参照）以
外の者が、加入の申込みをし、共済負担金
を払い込んだとき。 

・契約当初から共済
契約の効力は生じま
せん。 

・加入者の故意又
は重大な過失によ
り申込みをされて
いた場合は、返還
いたしません。 

・返還していただ
きます。 

 
(3) 共済基金への届出が必要な事由 

次の事由に該当することとなった場合は、速やかに共済基金に届け出て下さい。届出がない場合、共済
給付金の給付を受けられない場合があります。 
① 自然災害により対象住宅が滅失したとき。  
② 加入者の氏名又は住所に変更があったとき。  
③ 自動口座振替の口座又は支払方法を変更したとき。 
④ その他加入申込書の記載事項に変更があったとき。 

 
(4) 約款の変更 
  共済基金は、共済期間中であっても、法令等の改正、社会経済情勢の変化その他の事情により、民法第 548
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条の 4（定型約款の変更）第１項に基づき、約款の変更をすることにより、契約の内容を変更する場合があ
ります。この場合には、変更する旨及び変更後の内容並びにその効力の発生時期について、共済基金のホー
ムページその他の適切な方法により周知します。 

 
(5) その他 

その他にも、共済基金からの通知の方法、共済契約の譲渡・担保設定の禁止、不服申立て等の取り決め
がありますので、詳しくは共済基金までお尋ね下さい。 

 
 

特に重要なお知らせ（注意喚起情報） 
 

ご加入に際して、加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項を「注意喚起情報」
に記載しています。ご加入いただく前に必ずお読み下さい。 
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については兵庫県住宅再

建共済制度約款及び兵庫県家財再建共済制度約款（両約款とも兵庫県住宅再建共済制度のホームページに掲
載）をご参照下さい。 
また、ご不明な点については、共済基金までお問い合わせ下さい。 

 
１ ご加入後にご注意いただきたいこと 

加入者証が届きましたら、内容をご確認下さい。ご加入内容に誤りがございましたら、直ちに共済基金
までご連絡下さい。 

 
２ 自然災害により被災された場合は、まず、住宅所在地の市町に申請して罹(り)災証明書の交付を受けて下

さい。 
自然災害により被災し、半壊以上の罹(り)災証明書、準半壊特約加入の場合は準半壊の罹(り)災証明書

が交付された場合は、共済基金までご連絡のうえ共済給付金を給付申請して下さい。給付申請が遅れます
と、共済給付金の給付が受けられなくなります。（特に重要なお知らせ（加入概要） ３共済給付金 (1)給
付対象となる自然災害 (2)申請に必要な書類 (3)対象となる被害の程度 (5)申請の時期 (6)申請の期
限 をご覧下さい。） 

なお、全部滅失となった場合は、申出書により共済負担金の支払いを止めることができます。 
 
３ 極めて大きな災害が発生し、多額の給付金が必要となった場合は、共済負担金により積み立てられた資産 

の範囲内で、次に起きる自然災害での給付への備えなどを考慮して、共済給付金を減額して給付することが 
あります。 

 
４ 共済契約が終了又は無効となる場合、既に給付した共済給付金を返還していただいたり、既に支払った共
済負担金が返還されない場合がありますのでご注意下さい。（特に重要なお知らせ（加入概要） ４共済契
約の解除等 (1)共済契約の終了 (2) 共済契約の無効 をご覧下さい。） 

 
５ 共済基金への届出が必要な事由に該当するのに届出がない場合、共済給付金の給付を受けられない場合 
があります。（特に重要なお知らせ（加入概要） ４共済契約の解除等 (3)共済基金への届出が必要な事由 
をご覧下さい。） 

 
６ 個人情報の取扱いについて 

加入者から収集した情報については、共済契約引受の判断、給付金の支払、共済契約の継続・維持管
理、各種サービスの研究・開発・充実を行うために利用させていただきます。（詳細については、兵庫県
住宅再建共済制度のホームページ（個人情報の取扱に関する事項「個人情報保護方針」）をご覧下さい。） 

 
お問い合わせ先 
（公財）兵庫県住宅再建共済基金 電話 078-371-1000 
 所在地：神戸市中央区北長狭通５丁目５番１２号（兵庫県土地改良会館２階） 


